
中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

一

は
じ
め
に

　

金
棺
經
と
は
、
中
國
南
北
朝
時
代
の
末
頃
に
現
れ
た
中
國
撰
述
佛
典
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

金
棺
の
由
來
は
、
部
派
（
小
乘
）
涅
槃
經
に
お
い
て
、
佛
陀
滅
度
の
際
の
葬
法

を
如
何
に
す
べ
き
か
阿
難
が
釋
迦
に
問
う
た
の
に
對
し
、
釋
迦
が
轉
輪
聖
王
の
葬

法
の
ご
と
く
す
べ
し
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
で
は
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
か
と
の
問

い
に
對
し
、
金
棺
に
納
め
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
た
話
に
あ
る
。
南
齊
の
曇
景
譯

と
標
榜
す
る
『
摩
訶
摩
耶
經
』
は
、
入
滅
し
て
金
棺
に
納
め
ら
れ
た
釋
迦
が
、
兜

率
天
よ
り
降
下
し
て
嘆
き
悲
し
む
母
摩
耶
を
前
に
、
神
力
を
も
っ
て
今
一
度
金
棺

よ
り
起
ち
上
が
り
、
母
の
た
め
に
説
法
を
し
た
と
い
う
話
を
傳
え
る
。
こ
の
よ
う

な
話
柄
を
題
材
と
し
、
ま
た
中
國
で
展
開
し
た
末
法
思
想
を
織
り
込
ん
で
成
立
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
金
棺
經
で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
數
度
、
中
國
各
地
の
佛
敎
石
刻
遺
物・

遺
跡
を
主
對
象
と
す

る
現
地
調
査
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
二
〇
一
〇
年
夏
季
に
行
な
っ
た
所
謂
〈
中
原
〉

地
域
の
調
査
に
お
い
て
、
崖
面
に
刻
ま
れ
た
金
棺
經
の
古
逸
經
文
を
發
見
す
る
に

至
っ
た
。
金
棺
經
の
經
文
を
傳
え
る
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
僅
か
に
數
點
の
遺
物
（
石

刻
拓
本
、
敦
煌
佛
典
斷
簡
、
摩
崖
刻
經
、
石
板
刻
經
）
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、

こ
の
新
發
現
經
文
に
關
す
る
硏
究
の
報
告
も
あ
ら
た
め
て
期
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
經
文
と
竝
ん
で
刻
石
さ
れ
て
い
た
、
石
窟
の
刻
記
に
關
す

る
硏
究
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
遺
跡
の
概
況
と
硏
究
對
象
の
素
描

　

こ
の
新
發
現
の
金
棺
經
と
石
窟
刻
記
は
、
河
南
省
焦
作
市
沁
陽
市
の
西
北
二
五

粁
、
平
野
部
か
ら
仙
神
河
を
渡
り
（
筆
者
の
調
査
時
に
は
水
が
涸
れ
て
い
た
が
）、

太
行
山
系
の
懸
谷
山
の
山
中
分
け
入
っ
た
と
こ
ろ
に
、
凡
そ
高
三
〇
米
は
あ
ろ
う

中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

―
新
發
現
『
金
棺
經
』
所
刻
石
窟
に
お
け
る
刻
記
の
釋
讀
硏
究

―
手
　
島
　
一
　
真
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二

か
と
い
う
崖
面
を
背
に
し
て
あ
る
、
窄
澗
谷
太
平
寺
摩
崖
（
眞
谷
寺
）
と
呼
ば
れ

る
造
像
刻
經
遺
跡
に
存
在
す
る
。

　

當
該
遺
跡
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
國
家
文
物
局
〔
主
編
〕・

河
南
省
文
物

局
〔
編
制
〕『
中
國
文
物
地
圖
集　

河
南
分
册
』（
北
京
：
中
國
地
圖
出
版
社
、
一

九
九
一
年
一
二
月
）
二
〇
九
頁
「
窄
澗
谷
太
平
寺
摩
崖
」
の
項
、
お
よ
び
河
南
省

文
物
局
〔
編
〕『
河
南
省
文
物
志
』（
北
京
：
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）

四
六
五
～
四
六
六
頁
「
窄
澗
谷
太
平
寺
摩
崖
」
の
項
と
し
て
記
さ
れ
る
が
、
金
棺

經
に
關
す
る
言
及
は
全
く
な
い
。

　

筆
者
に
よ
る
當
該
現
地
調
査
の
全
體
的
な
概
要
は
、
す
で
に
拙
稿
「
中
國
〈
中

原
〉
地
域 

北
朝
隋
唐
時
期 

佛
敎
石
刻
調
査
概
報
―
平
成
22
（
２
０
１
０
）
年
度

第
１
次
現
地
調
査
に
お
け
る
基
礎
的
情
報
―
」（『
法
華
文
化
硏
究
』
第
四
二
號
、

二
〇
一
六
年
三
月
）
で
報
告
し
て
い
た
が
、
當
遺
跡
に
關
す
る
詳
細
な
報
告
と
考

察
は
、
筆
者
の
所
屬
す
る
硏
究
機
關
で
の
内
部
發
表
を
除
け
ば
、
こ
こ
に
初
め
て

公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

先
の
『
河
南
省
文
物
志
』
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
三
窟
六
龕
あ
る
と
い
い
、
時

代
は
北
魏
か
ら
淸
に
及
ぶ
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
開
創
を
北
魏
に
お
く
根
據
は
、

洞
口
東
側
の
壁
上
に
〈
窄
澗
谷
太
平
寺
碑
〉
が
あ
り
、
そ
の
碑
中
に
「
北
魏
千
佛

岩
」
等
の
語
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
洞
口
に
接
す
る
東
側
外
壁
に
あ
る

の
は
、
い
ま
筆
者
が
石
窟
摩
崖
刻
記
と
呼
ん
で
釋
讀
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

實
は
そ
こ
に
は
「
北
魏
千
佛
岩
」
と
い
う
語
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
無
論
、
刻
記

は
剥
落
等
に
よ
っ
て
文
字
が
失
わ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
そ
の
部
分
に
記
さ
れ

て
い
た
可
能
性
も
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
淸
朝
後
半
期
の
道
光
五

（
一
八
二
五
）
年
刊
行
の
『
河
内
縣
志
』
卷
二
〇・

金
石
志
上
が
こ
の
刻
記
を
〈
隋

窄
澗
谷
太
平
寺
殘
碑
〉
と
し
て
釋
文
收
錄
し
て
お
り
、
現
状
と
あ
ま
り
違
わ
な
い

文
面
を
傳
え
て
い
る
（
實
は
金
棺
經
も
、
經
文
と
は
氣
付
か
れ
ず
に
無
年
月
の
〈
唐

造
像
殘
記
〉
と
し
て
同
書
唐
末
の
箇
所
に
載
る
）。
そ
こ
に
お
い
て
も
す
で
に
こ
の

語
は
見
え
な
い
か
ら
、
こ
の
刻
記
を
根
據
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。『
河
内
縣

志
』
同
卷
に
は
、
如
上
の
〈
隋
窄
澗
谷
太
平
寺
殘
碑
〉
の
少
し
後
に
、
建
中
元
（
七

八
〇
）
年
二
月
の
〈
唐
窄
澗
谷
僧
肅
然
造
像
記
摩
崖
〉
の
刻
文
を
擧
げ
、
そ
こ
に

「
窄
澗
谷
□
魏
太
平
寺
千
佛
巖
」
の
語
が
出
る
（『
八
瓊
室
金
石
補
正
』
卷
六
三
は

殘
闕
字
を
「
古
魏
」
と
し
、『
唐
文
續
拾
』
卷
八
は
「
□
魏
」
と
す
る
）。
こ
れ
こ

そ
『
河
南
省
文
物
志
』
が
根
據
と
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
、
石
窟
か
ら
一
〇
數

米
ほ
ど
東
の
崖
面
高
所
に
あ
る
二
龕
の
う
ち
、
向
っ
て
左
の
一
龕
に
付
し
て
下
面

に
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
石
窟
内
壁
の
千
佛
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
佛
名

を
併
せ
刻
し
て
い
る
有
り
樣
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
近
隣
地
域
に
散
在
す
る
隋
時

期
の
佛
敎
石
窟
遺
跡
の
そ
れ
と
符
合
し
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
と
の
感

を
強
く
す
る
。
ま
た
本
論
末
に
遺
跡
の
寫
眞
を
付
し
て
お
い
た
。
そ
れ
ら
は
次
の

よ
う
な
紀
年
を
有
し
て
い
た
（
宋
金
代
の
落
書
類
は
省
略
）。

Ａ　

周
邊
風
景

Ｂ　

千
佛
洞
と
「
大
隨
皇
帝
」
を
含
む
刻
記
、
金
棺
經
經
文
と
刻
記

Ｃ　

唐
「
聖
唐
大
暦
七
年
」（
七
七
二
）〈
肅
上
人
禪
房
記
〉
と
造
像

Ｄ　

唐
「
大
唐
建
中
元
年
二
月
」（
七
八
〇
）〈
窄
澗
谷
僧
肅
然
造
像
記
〉
と
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三

造
像
。
刻
記
中
に
「
窄
澗
谷
□
魏
太
平
寺
千
佛
巖
」、「
大
聖
文
武
孝
感
皇

帝
」（
＝
肅
宗
）
の
語
あ
り
。

Ｅ　

唐
「
辛
巳
九
月
壬
申
十
五
日
丙
戌
」（
咸
通
二
＝
八
六
一
）〈
藥
師
像
讚
〉

と
藥
師
佛
造
像

Ｆ　

五
代
後
晉
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
』（
羅
什
譯
）、「
大
晉
天
福
三
年
歳
次

戊
戌
四
月
」（
九
三
八
）
刻
記
と
造
像

Ｇ　

明
「
洪
武
十
六
年
十
月
廿
日
」（
一
三
八
三
）
刻
記
と
造
像

　

本
論
が
扱
お
う
と
す
る
の
は
、「
大
隨
皇
帝
」
の
語
が
鮮
や
か
に
遺
る
Ｂ
の
刻
記

で
あ
る
。
こ
の
刻
記
の
文
面
を
釋
讀
硏
究
し
、
も
っ
て
當
遺
跡
に
お
い
て
當
該
刻

記
が
も
つ
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

二
、【
石
窟
摩
崖
刻
記　

釋
文
】

一
、
文
字
は
で
き
る
だ
け
刻
記
の
ま
ま
の
文
字
形
を
用
い
た
。「
○
」
は
空
格

を
、「
／
」
は
行
末
改
行
を
示
す
。

二
、
金
の
字
を
「
𨤾
」
と
す
る
の
と
同
樣
に
、
金
偏
の
文
字
も
刻
記
で
は
す

べ
て
「
𨤾
」
と
な
っ
て
い
る
。

三
、「
提
」「
從
」
の
旁
下
部
は
、
刻
記
で
は
「

」
と
な
っ
て
い
る
。

（
前
闕
）

□
（
下
闕
）／

［
華
］（一
）（
下
闕
）／

□［
之
］［
地
］（
下
闕
）／

〈
三
行
分
闕
〉（二
）

□［
三
］［
寶
］（
下
闕
）／

□
有
敬
信［
木
］［
越
］望［
重
］□［
河
］［
姓
］［
安
］［
名
］充
及（
三
）□
（
下
闕
）／

劫
同
贍
勝
處
山
麓
十
寶
之
山
庶
察
沖
原
地
帶
（
下
闕
）／

□
桂（
四
）斯
舊［
置
］伽
藍
之
所
寺
号
太
平
靈
遊
神
制
□
（
下
闕
）（五
）／

□
□
十
□
□（
六
）重［
於
］斯
處
共
構
招
提
啟
石
通［
泉
］奇
功［
京
］（
下
闕
）／

［
戎
］樂（
七
）乃［
目
］（八
）神［
崖
］竦
峻［
刔
］奪
王
城（
九
）
磼
礏
青
谿
真
模
鷲
嶺
□（
下
闕
）／

前
刊
三
尊
於［
㠯
］成
之
後
具
儀
具
相（
一
〇
）似
有
談
教
之
聲
傳［
法
］（
下
闕
）（一
一
）／

風［
鑰
］（一
二
）地
涌
天
花
巖
闓
寶［
殿
］敦
脩（
一
三
）令
徳
廓
潤
皇
風
銘
寄［
微
］資
下
霑
有

［
言
］□
□
□［
發
］此
福
更［
啟
］［
石
］（一
四
）／

盡
芥
窮
茲
功
無［
㱙
］其
詞
曰
○
偡
然
無
相
物
感
譍
同
有
生
謂
有
非
實
非
空
東
移
盛

滅
一
味
爲（
一
五
）［
從
］／

始［
心
］傾
普
不
會
真
宗
○
沙
門
名
貴
法
性
久
閑
毀
譽
加
操
類
並
𨤾
山
捐
身
半
偈
未

足
爲
難
棲
巖
／

剋
效
有
徳
更
辬
○
大
䢫
皇
帝
瑞［
託
］人
君
舒
光
正
化
秉
御
金
輪
闡
弘
聖
道（
一
六
）屏
遏

衰
雲（
一
七
）感
徵
舍
利
／

聲
譒
遠
聞
○
精
誠
檀
越［
桂
］□
□
□
□
□
□
著（
一
八
）共
結
松
心
跨
山（
一
九
）搆
石
愛
道

傾
金
餚
供
四
事
樹
果
／

𢏏
深
○
僧
徒
清
諒
闌
若
□
□
□
□
□
□
□
意
精
散（
二
〇
）照
鑒
響
幻
凝
踐
百
非
詳
遵
要

道
不
渉
胡
疑
／
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四

［
巖
］嶷
昂
蔵
傍
鎸
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□［
徽
］光［
炎
］［
㳑
］（二
一
）斯
福

運
鍾
當［
臨
］［
佛
］日
／

◆
本
釋
文
と
『（
道
光
）
河
内
縣
志
』
卷
二
〇・

金
石
志
上・

〈
隋
窄
澗
谷
太
平
寺

殘
碑
〉
と
の
異
同
を
次
に
記
す
。

　

 

（
一
）
華
：『
河
内
縣
志
』
に
な
し
。

　

 

（
二
）〈
三
行
分
闕
〉：『
河
内
縣
志
』
は
、
こ
の
一
行
目
を
「（
上
泐
）
傾
慧
（
下

泐
）」
と
す
る
に
よ
り
、
補
う
。
よ
っ
て
後
述
の
【
釋
讀
】
で
は
〈
二
行
分

闕
〉
と
す
る
。

　

 

（
三
）
望
重
□
河
姓
安
名
充
及
：
望
畢
□
□
□
□
□
充
及
と
し
、
重
を
畢
と
す

る
が
、
本
論
は
採
ら
な
い
。
ま
た
『
河
内
縣
志
』
は
四
字
を
闕
く
。

　

 

（
四
）
桂
：
柱
と
す
る
が
採
ら
な
い
。

　

 

（
五
）
靈
遊
神
制
（
下
闕
）：
靈
遊
神
制
之
（
下
泐
）

　

 

（
六
）
□
十
□
□
：
二
十
六
日

　

 

（
七
）
戎
樂
：
我
樂
と
す
る
が
採
ら
な
い
。
あ
る
い
は
戒
樂
か
。

　

 

（
八
）
目
：
矚

　

 

（
九
）
刔
奪
王
城
：
剋
奪
三
城
と
す
る
が
採
ら
な
い
。
筆
者
は
、
刔
を
映
の
誤

り
と
推
定
す
る
。

（
一
〇
）
具
儀
具
相
：
眞
儀
具
相
と
す
る
が
採
ら
な
い
。

（
一
一
）
談
敎
之
聲
傳
法（
下
闕
）：
談
敎
之
聲
傳（
下
泐
）と
し
、
法
の
字
を
闕
く
。

（
一
二
）
風
鑰
：
風
鈴
と
す
る
が
採
ら
な
い
。

（
一
三
）
敦
脩
：
敦
修
と
す
る
が
採
ら
な
い
。

（
一
四
）
更
啟
石
：
更
□
石

（
一
五
）
爲
：
焉
と
す
る
が
採
ら
な
い
。

（
一
六
）
闡
弘
聖
道
：
闡
宏
聖
道
と
す
る
が
、
宏
は
淸
代
の
避
諱
に
よ
る
改
變
で

あ
り
採
ら
な
い
。

（
一
七
）
屏
遏
衰
雲
：
屏
遏
衺
雲
と
す
る
が
採
ら
な
い
。

（
一
八
）
檀
越
桂
□
□
□
□
□
□
著
：
檀
越
□
□
□
□
□
□
又
著
と
あ
り
、
桂
の

字
を
闕
く
。
な
お
又
の
字
は
い
ま
は
採
ら
な
い
。

（
一
九
）
跨
山
：
𨀗
山
と
記
す
が
採
ら
な
い
（
異
體
字
）。

（
二
〇
）
精
散
：
精
𢼸
と
す
る
が
採
ら
な
い
。

（
二
一
）
炎
㳑
：

㞵
益
と
す
る
が
採
ら
な
い
。
炎
は
掞
と
推
定
す
る
。
㳑
は
益
と

同
義
で
、
溢
れ
る
の
意
。

三
、【
石
窟
摩
崖
刻
記　

釋
讀
】

□
…

華
…

□
之
地
…

…
傾
慧
…

〈
二
行
分
闕
〉

…
三
寶
…

…
敬
信
の
檀
越
、
□
河
に
望
重〔
一
〕な
る
も
の
有
り
、
姓
は
安
、
名
は
充
、
及
…



中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

五

劫
、
同
に
勝
處
の
山
麓
、
十
寶
之
山〔
二
〕を
贍み
た

し〔
三
〕、
沖
原〔
四
〕を
察
す
る
に
庶ち
か

か
ら

ん
。
地
は
…
を
帶
び
…

…
□
桂
、
斯
れ
舊ふ
る

く
伽
藍
を
置
く
の
所
、
寺
は
太
平
と
號
す〔
五
〕。
靈
遊
神
制
之
…

…
□
二
十
六
日
、
斯
の
處
に
重
す
。
共
に
招
提〔
六
〕を
構
え
、
石
を
啟き
ざ

み〔
七
〕、
泉〔
八
〕

に
通
ず
。
奇
功［
京
］…

…
戎
樂〔
九
〕。
乃
ち
神
崖
竦し
ょ
う

峻し
ゅ
ん〔
一
〇
〕を
矚み

る
に
、
王
城
に
刔
（＞

映
）
奪
し〔
一
一
〕、

磼そ
う

礏
ぎ
ゅ
う〔
一
二
〕靑
谿〔
一
三
〕、
眞
に
鷲
嶺〔
一
四
〕に
模の
っ
とる

。
…

…
前
に
三
尊
を
刊き
ざ

み〔
一
五
〕、
㠯す
で

に〔
一
六
〕成
る
の
後
に
於
て
、
儀
を
具
え
相
を
具
う
。

談
敎
の
聲
、
傳
法
…
有
る
が
似ご
と

し
。
…

…
風ふ
う

鑰や
く〔
一
七
〕、
地
に
天
花
を
涌
か
せ
、
巖
に
寶
殿
を
闓ひ
ら

く〔
一
八
〕。
敦
く
令
德
を
脩
め
、

廓ひ
ろ

く
皇
風
を
潤
す
。
微
資
を
寄
せ
る
を
銘
し
、
下 
霑う
る
おい
有［
言
］□
□
□
此
の
福

を
發
し
、
更
に
石
を
啟
む〔
一
九
〕。
芥
を
盡
く
す
こ
と
窮
ま
り〔
二
〇
〕、
茲こ

の
功 

㱙く

ち
る

無
し
。
乃
ち
其
の
詞
に
曰
く
○
偡
然〔
二
一
〕と
し
て
無
相〔
二
二
〕、
物
も
感
譍〔
二
三
〕す
る
こ

と
有
生〔
二
四
〕に
同
じ
、
非
實
非
空〔
二
五
〕の
有
る
を
謂
う
、
東
移
し
て〔
二
六
〕盛
ゆ
る
も
滅き

ゆ
る
も
一
味〔
二
七
〕、
爲
に
始
め
從よ

り
心
は
普〔
二
八
〕に
傾
く
も
、
眞
宗〔
二
九
〕に
會
わ
ず
○

沙
門
、
名
は
貴
法
、
性
は
久
し
く
閑し
ず

か
、
毀
譽〔
三
〇
〕は
操う
れ

い〔
三
一
〕を
加
え
、
類な
か
まは
金

山
に
竝あ
つ
まり〔

三
二
〕、
身
を
捐さ
し
だす
も
半
偈
未
だ
足
り
ず〔
三
三
〕、
巖
に
棲
み
て
剋よ

く
有
德
を

效い
た

す
こ
と
難
し
と
爲
し
、
更
に
辬み
だ

る
○
大
䢫
皇
帝
、
瑞
託
の
人
君
た
り〔
三
四
〕、
光
を

正
化
に
舒の

べ〔
三
五
〕、
金
輪
を
秉
御
し〔
三
六
〕、
聖
道
を
闡ひ

弘ろ

め
、
衰
雲
を
屏さ
え
ぎ遏
り
、
舍

利
を
感
徵
し〔
三
七
〕、
聲 

譒
ひ
ろ
く
つげ
遠
く
聞
こ
ゆ
○
精
誠
の
檀
越
、
珪
□
□
□
□
□
□

著
、
共
に
松
心〔
三
八
〕を
結
び
、
山
を
跨ま
た

ぎ
石
に
搆か
ま

え
、
道
を
愛い
と

お
し
み
金
を
傾
け
、

餚そ
な
え
も
のは

四
事〔
三
九
〕を
供
さ
れ
、
樹こ
の
み果

は
彌い
よ
いよ

深
ね
ん
ご
ろな

り
○
僧
徒 

淸
諒
に
し
て
、
闌

（＞

蘭
）
若
□
□
□
□
□
□
□
意
精
散
、
響・

幻
を
照て

鑒ら

し
、
凝一
心
に

に
百
ひ
ゃ
っ

非ぴ
〔
四
〇
〕	

を
踐
ふ
み
お
こ
ない

、
詳
こ
と
ご
とく

要
道
に
遵
い
、
胡
疑〔
四
一
〕に
渉
ら
ず
、
巖い
わ
おは

昂た
か

き
藏
を
嶷た
か

く
す
。

傍
に
鎸う
が

つ
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
徽う
つ
く

し
き
光 

掞か
が
や

き
㳑あ
ふ

れ
、
斯
の

福 

運
鍾
し〔
四
二
〕、
當
に
佛
日〔
四
三
〕に
臨
む
べ
し
。

四
、【
石
窟
摩
崖
刻
記　

語
釋
と
考
察
】

〔
一
〕
望
重
：
ほ
ま
れ
の
あ
る
こ
と
。〈
參
考
〉〔
後
秦・

僧
肇
撰
『
注
維
摩
詰

經
』
卷
二
〕
什
曰
「
長
者
如
今
四
姓
豪
族
也
。
聲
聞
於
凡
夫
爲
勝
。
如
是
展

轉
佛
法
最
勝
也
。」
肇
曰
「
凡
人
易
以
威
順
、
難
以
理
從
。
故
大
士
每
處
其

尊
、
以
弘
風
靡
之
化
。
長
者
豪
族
望
重
、
多
以
世
敎
自
居
、
不
弘
出
世
勝
法

也
。／〔『
魏
書
』
卷
四
〇・

陸
馛
傳
〕
興
安
初
、（
陸
馛
）
賜
爵
聊
城
侯
、
出

爲
散
騎
常
侍・

安
南
將
軍・

相
州
刺
史
、
假
長
廣
公
。
爲
政
淸
平
、
抑
強
扶

弱
。
州
中
有
德
宿
老
名
望
重
者
、
以
友
禮
待
之
、
詢
之
政
事
、
責
以
方
略
。

如
此
者
十
人
、
號
曰
「
十
善
」。／〔『
隋
書
』
卷
六
一・

宇
文
述
傳
〕
上
（
隋

文
帝
）
下
詔
曰
「
公
鴻
勳
大
業
、
名
高
望
重
、
奉
國
之
誠
、
久
所
知
悉
。
…
」

／〔
唐・

道
宣
撰
『
續
高
僧
傳
』
卷
九・

釋
僧
粲
傳
〕
有
沙
門
吉
藏
者
、
神
辯

飛
玄
、
望
重
當
世
。

　

 
〔
二
〕
十
寶
之
山
＝
十
寶
山
：〔
後
秦・

僧
肇
撰
『
注
維
摩
詰
經
』
卷
一
に
お
け

る
羅
什
の
言
說
〕
中
心
に
須
彌
山
が
あ
り
、
餘
の
九
つ
が
そ
れ
を
圍
む
。
／

〔
西
晉・
竺
法
護
譯
『
漸
備
一
切
智
德
經
』
卷
五・

金
剛
藏
問
菩
薩
住
品
第
一



立
正
大
学
大
学
院
紀
要
　
三
十
六
号

六

〇
、
後
秦・

鳩
摩
羅
什
譯
『
十
住
經
』
卷
四・

妙
善
地
第
九
、
東
晉・

佛
馱

跋
陀
羅
譯
『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
』
卷
二
七・

十
地
品
ほ
か
〕
十
寶
山
の
聳
え

る
大
海
に
差
別
相
が
あ
る
こ
と
は
、
菩
薩
の
十
地
に
喩
え
ら
れ
る
。

　

 

〔
三
〕
贍
：
め
ぐ
む
。
み
た
す
。

　

 

〔
四
〕
沖
原
：「
沖
」
は
山
閒
の
平
地
。
ま
た
水
が
湧
き
動
く
さ
ま
を
い
う
。

　

 

〔
五
〕
舊ふ
る

く
伽
藍
を
置
く
の
所
、
寺
は
太
平
と
號
す
：
も
と
も
と
こ
の
地
に
太

平
寺
と
い
う
寺
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
か
ら
、
創
建
時
期
は
こ
の
石
窟
開
鑿

よ
り
も
以
前
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

 

〔
六
〕
招
提
：
寺
院

　

 

〔
七
〕
啟
＝
啓
：「
刻
」
の
意
あ
り
。

　

 

〔
八
〕
泉
：
水
源
、
水
の
湧
き
で
る
と
こ
ろ
。
當
寺
の
奧
の
岩
閒
か
ら
、
い
ま

も
水
が
湧
い
て
い
る
。

　

 

〔
九
〕
戎
樂
：
あ
る
い
は
戒
樂
か
、
我
樂
か
、
判
斷
し
が
た
い
。
い
ま
か
り
に

戎
樂
と
す
る
。

〔
一
〇
〕
竦
峻
：
山
が
高
く
て
け
わ
し
い
さ
ま
。

〔
一
一
〕
映
奪
：
光
輝
が
目
を
奪
う
こ
と
。

〔
一
二
〕
磼
礏
：
山
が
高
く
て
け
わ
し
い
さ
ま
。

〔
一
三
〕
靑
谿
：
靑
色
を
帶
び
た
谷
川
。

〔
一
四
〕
鷲
嶺
：
靈
鷲
山
。『
長
阿
含
經
』「
遊
行
經
」、『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
』、

『
妙
法
蓮
華
經
』、『
無
量
壽
經
』
な
ど
に
お
い
て
、
釋
迦
佛
に
よ
る
說
法
の
會

座
と
さ
れ
る
山
。

〔
一
五
〕
三
尊
を
刊き
ざ

み
：
こ
の
刻
文
は
千
佛
洞
石
窟
入
口
に
接
す
る
左
脇
外
壁
に

位
置
し
て
お
り
、
こ
の
石
窟
開
鑿
に
關
連
し
て
刻
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
石
窟
は
、
正
壁
に
一
坐
佛
四
脇
侍
の
大
龕
、
左
壁
に
一
坐
佛
二
脇
侍
の

大
龕
、
右
壁
に
一
坐
佛
二
脇
侍
の
大
龕
が
あ
り
、
そ
れ
ら
各
大
龕
の
周
圍
か

ら
窟
入
口
ま
で
千
佛
の
小
龕
（
龕
脇
に
個
別
の
佛
名
あ
り
）
が
隙
閒
な
く
穿

た
れ
て
い
る
。「
三
尊
」
と
は
、
こ
れ
ら
三
壁
の
尊
像
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。

大
龕
尊
像
の
頭
部
は
ほ
と
ん
ど
が
破
壞
を
被
っ
て
い
る
が
、
右
壁
左
側
の
一

菩
薩
立
像
の
み
顏
貌
を
遺
す
。
小
龕
の
千
佛
に
そ
れ
ぞ
れ
佛
名
を
刻
し
て
い

る
點
は
、
北
朝
末
期
の
石
碑
に
先
例
（
東
魏
五
三
三
年
造
お
よ
び
北
周
五
六

二
年
造
の
多
佛
小
龕
造
像
碑
が
、
顏
娟
英［
主
編
］『
北
朝
佛
敎
石
刻
拓
片
百

品
』（
臺
北・

中
央
硏
究
院
歴
史
語
言
硏
究
所
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）
に
揭

載
）
が
あ
る
も
の
の
、
石
窟
と
し
て
は
、
河
南
省
安
陽
市
の
寶
山
靈
泉
寺
石

窟
の
大
住
聖
窟
（
隋
の
開
皇
九
（
五
八
九
）
年
、
靈
裕
に
よ
る
開
鑿
）
や
、

北
京
市
の
房
山
雲
居
寺
石
窟
の
雷
音
洞
（
隋
の
大
業
年
閒
（
六
〇
五
～
六
一

七
）
中
、
靜
琬
に
よ
る
開
鑿
）
と
同
樣
で
あ
り
、
ま
た
大
龕
の
像
樣
、
こ
の

刻
文
の
内
容
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
窟
の
開
鑿
は
隋
代
と
見
ら
れ
る
。

（
こ
れ
ら
の
石
窟
の
近
時
に
お
け
る
集
成
的
硏
究
と
し
て
、
寶
山
靈
泉
寺
石
窟

に
つ
い
て
は
大
内
文
雄
「
隋
唐
時
代
の
寶
山
靈
泉
寺
」（
同
『
南
北
朝
隋
唐
期

佛
敎
史
硏
究
』、
法
藏
館
、
二
〇
一
三
年
三
月
）、
房
山
雲
居
寺
石
窟
に
つ
い

て
は
氣
賀
澤
保
規
［
編
］『
中
國
佛
敎
石
經
の
硏
究　

房
山
雲
居
寺
石
經
を
中

心
に
』（
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
一
九
九
六
年
三
月
）
が
あ
る
。）



中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

七

〔
一
六
〕
㠯
＝
以
：〔
古
用
法
〕
す
で
に

〔
一
七
〕
風
鑰
：
鑰
は
鍵
、
ま
た
要
所
の
意
で
、
風
化
敎
化
の
要
所
の
意
か
。
あ

る
い
は
、
鑰
は
籥
（
ふ
え
、
竹
の
管
）
に
も
通
じ
る
の
で
、
こ
こ
は
風
音
を

笛
の
音
に
喩
え
た
か
。

〔
一
八
〕
巖
に
寶
殿
を
闓ひ
ら

く
：
こ
の
石
窟
の
開
鑿
を
い
う
。

〔
一
九
〕
微
資
を
寄
せ
る
を
銘
し
、
…
更
に
石
を
啟
む
：
後
出
〔
三
二
〕
に
述
べ

る
「
像
主
某
」
約
一
二
〇
名
等
が
「
微
資
」
を
寄
せ
て
こ
の
石
窟
が
開
鑿
さ

れ
た
こ
と
を
い
う
。

〔
二
〇
〕
芥
を
盡
く
す
：
芥
子
は
、
劫
（
カ
ル
パ
、
劫
波
）
と
い
う
悠
久
の
時
閒

の
長
さ
を
說
明
す
る
「
芥
子
劫
」
の
話
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
佛・

菩
薩
の
慈
心
に
よ
る
「
集
一
切
福
德
三
昧
」
の
及
ぶ
と
こ
ろ
が
無
量
無
邊
で

あ
る
こ
と
に
「
芥
子
」
の
喩
え
を
用
い
た
話
（
後
秦・
鳩
摩
羅
什
譯
『
集
一

切
福
德
三
昧
經
』
卷
上
）
に
基
づ
く
と
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
後
の
文

に
隋・

文
帝
の
名
と
事
績
が
記
載
さ
れ
る
が
、
文
帝
の
幼
名
が
那
羅
延
と
傳

え
ら
れ
る
こ
と
（
唐・

道
宣
撰
『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
卷
乙
、
同
『
續
高
僧

傳
』
卷
二
六・

道
密
傳
ほ
か
）
は
、
上
記
の
『
集
一
切
福
德
三
昧
經
』
に
お

い
て
釋
尊
が
福
德
の
及
ぶ
世
界
の
邊
際
の
距
離
を
量
る
た
め
に
芥
子
の
喩
え

を
語
り
、
そ
れ
を
無
量
無
邊
な
り
（
量
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
き
わ
ま
り
な

い
）
と
述
べ
る
那
羅
延
菩
薩
に
、
佛
敎
重
興
政
策
を
進
め
る
文
帝
の
姿
を
重

ね
て
い
る
た
め
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
こ
の
經
典

で
は
世
界
の
邊
際
に
向
か
っ
て
芥
子
を
一
粒
ず
つ
置
い
て
い
く
と
こ
ろ
を
「
東

方
百
千
恆
河
沙
等
世
界
」
と
し
て
、
と
く
に
〈
東
方
〉
の
み
を
取
り
上
げ
て

お
り
、
佛
敎
東
傳
の
果
て
に
あ
る
中
華
帝
國
と
の
關
連
を
想
起
さ
せ
る
よ
う

な
話
柄
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
佛
敎
經
典
で
い
う
那
羅
延
と
は
、
こ
の
後
秦・

鳩
摩
羅
什
譯
『
集

一
切
福
德
三
昧
經
』
の
よ
う
に
那
羅
延
菩
薩
と
呼
稱
さ
れ
る
場
合
（
同
樣
の

用
例
は
、
羅
什
譯
の
『
維
摩
詰
所
說
經
』『
思
益
梵
天
所
問
經
』『
華
手
經
』、

後
秦・

竺
佛
念
譯
『
菩
薩
瓔
珞
經
』
賢
聖
集
品
、
北
魏・

菩
提
留
支
譯
『
勝

思
惟
梵
天
所
問
經
』、
隋・

闍
那
崛
多
譯
『
月
上
女
經
』
な
ど
）
の
ほ
か
に
、

大
力
の
持
ち
主
（
す
な
わ
ち
力
士
）
と
し
て
那
羅
延
と
い
う
場
合
が
あ
り
（
後

秦・

鳩
摩
羅
什
譯
『
華
手
經
』
毀
壞
品
、
北
涼・

曇
無
讖
譯
『
悲
華
經
』
諸

菩
薩
本
授
記
品
、
北
魏・

菩
提
流
支
譯
『
大
薩
遮
尼
乾
子
所
說
經
』
如
來
無

過
功
德
品
）、
ま
た
そ
れ
を
那
羅
延
天
と
い
う
場
合
が
あ
り
（
後
秦・

僧
肇
撰

『
注
維
摩
詰
經
』
佛
道
品
、
隋・

闍
那
崛
多
譯
『
佛
本
行
集
經
』
魔
怖
菩
薩

品
）、
さ
ら
に
尊
格
で
は
な
く
、
能
く
金
剛
身
を
成
就
す
る
那
羅
延
三
昧
の
こ

と
を
い
う
場
合
（
北
涼・

曇
無
讖
譯
『
大
方
等
大
集
經
』
虛
空
藏
菩
薩
品
、

同
譯
『
悲
華
經
』
陀
羅
尼
品
な
ど
）
も
あ
る
。

〔
二
一
〕
偡
然
：
と
と
の
っ
た
さ
ま
。

〔
二
二
〕
無
相
：
執
着
を
離
れ
た
さ
ま
。

〔
二
三
〕
感
譍
：
感
應

〔
二
四
〕
有
生
：
眾
生

〔
二
五
〕
非
實
非
空
：
後
秦・

鳩
摩
羅
什
譯
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
』（
大
品
般
若
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經
）
辯
才
品
第
一
五
に
、「
非
樂・

非
苦
、
非
實・

非
空
、
非
我・

非
無
我
智

慧
」
と
あ
る
。『
大
正
藏
經
』
校
勘
本
の
宋
元
明
本
で
は
「
非
空
」
で
な
く

「
非
虛
」
と
さ
れ
て
お
り
、『
國
譯
大
藏
經
』
の
邦
譯
で
は
こ
ち
ら
を
採
用
し

「
實
に
あ
ら
ず
、
虛
に
あ
ら
ず
、…
の
智
慧
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
經
の
法

施
品
第
三
八
で
も
「
般
若
波
羅
蜜
義
者
、
…
非
實・

非
虛
」
と
し
て
い
る
。

同
經
を
詮
釋
し
た
『
大
智
度
論
』
で
は
複
數
箇
所
で
「
非
實
」
の
對
と
し
て

「
非
空
」
と
「
非
虛
」
の
兩
者
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
非
虛
」
の
「
虛
」
字

に
つ
い
て
は
同
論
往
生
品
第
四
に
虛
妄
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

な
お
「
非
空
」
に
類
似
し
た
表
現
と
し
て
「
不
空
」
が
あ
り
、
大
品
般
若
經

の
方
便
品
第
六
九
に
「
菩
薩
摩
訶
薩
行
般
若
波
羅
蜜
時
、
不
觀
色
若
常
若
無

常
、
若
苦
若
樂
、
若
我
若
非
我
、
若
空
若
不
空
、
若
離
若
非
離
。
何
以
故
。

自
性
不
能
生
自
性
、
乃
至
一
切
種
智
亦
如
是
。
若
菩
薩
摩
訶
薩
行
般
若
波
羅

蜜
、
如
是
觀
色
乃
至
觀
一
切
種
智
、
能
生
般
若
波
羅
蜜
、
乃
至
能
生
一
切
種

智
。」
と
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
平
井
俊
榮
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
の

「
不
空
」
は
あ
く
ま
で
空
と
は
對
概
念
の
「
所
謂
縁
起
し
な
い
有
性
と
し
て
の

不
空
の
意
味
」（
平
井
俊
榮
「
中
國
佛
敎
に
お
け
る
不
空
の
概
念
」『
中
國
般

若
思
想
史
硏
究
―
吉
藏
と
三
論
學
派
―
』
第
五
章
第
一
節
、
春
秋
社
、
一
九

七
六
年
三
月
。
原
載
『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
第
一
八
卷
二
號
／
通
號
三
六
、

一
九
七
〇
年
三
月
。）
で
あ
る
が
、
五
世
紀
北
涼・

道
朗
が
「
如
來
藏
系
の
不

空
と
い
う
こ
と
ば
を
、
空
觀
の
解
釋
に
轉
用
し
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。」（
同
前
）
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
六
世
紀
の
嘉
祥
や

天
台
に
お
い
て
は
「
不
空
と
は
常
に
涅
槃・

佛
性
の
功
德
を
意
味
し
、
悟
り

の
智
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。」（
同
前
）
と
の
考
察
が
な
さ
れ

て
い
る
。
本
刻
文
は
後
述
す
る
よ
う
に
六
世
紀
末
～
七
世
紀
初
頭
の
も
の
と

見
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
敎
學
硏
究
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。

〔
二
六
〕
東
移
：
佛
敎
の
イ
ン
ド
か
ら
の
東
傳
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
前
出
〔
二

〇
〕
で
『
集
一
切
福
德
三
昧
經
』
で
〈
東
方
〉
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
が
想

起
さ
れ
る
。

〔
二
七
〕
盛
ゆ
る
も
滅
ゆ
る
も
一
味
：
一
味
は
一
切
の
事・

理
が
平
等
無
差
別
な

る
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
は
佛
法
の
東
傳
以
來
の
盛
衰
を
顧
み
て
い
う
の
で

あ
ろ
う
。

〔
二
八
〕
普
：
前
出
〔
二
〇
〕
の
『
集
一
切
福
德
三
昧
經
』
な
ど
に
出
る
、「
慈
心

普
遍
」「
大
光
普
照
」
を
い
う
も
の
か
。

〔
二
九
〕
眞
宗
：
眞
實
の
宗
旨
の
謂
い
。
こ
の
語
を
判
敎
の
術
語
と
し
て
用
い
た

の
は
、
東
魏・

北
齊
の
鄴
都
大
衍
寺
の
曇
隱
が
四
宗
（
因
緣
宗
、
假
名
宗
、

不
眞
宗
、
眞
宗
）
の
一
と
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
見
ら
れ
、
そ
こ
で
は
華
嚴

經・

涅
槃
經
を
指
し
た
（
唐・

法
藏
撰
『
華
嚴
經
探
玄
記
』
卷
一
）。
曇
隱

は
、
地
論
宗
南
道
派・

四
分
律
宗
の
祖
で
あ
る
慧
光
（
四
六
八
～
五
三
七
）

の
高
弟
で
あ
る
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
一・

曇
隱
傳
）。
こ
れ
よ
り
先
に
師
の

慧
光
は
頓・

漸・

圓
の
三
敎
を
た
て
（『
華
嚴
經
探
玄
記
』
卷
一
）、
あ
る
い

は
佛
陀
扇
多
（
佛
馱
扇
多
）
と
と
も
に
因
緣
宗
（
毘
曇
）・

假
名
宗
（
成
實

論
）・

誑
相
宗
（
般
若
經
、
三
論
）・

常
宗
（
涅
槃
、
華
嚴
等
、
佛
性
常
住
を



中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

九

說
く
も
の
）
の
四
宗
を
唱
え
て
い
た
と
さ
れ
る
（
隋・

智
顗
述
『
法
華
玄
義
』

卷
一
〇
）。
こ
の
慧
光
の
四
宗
に
關
す
る
記
錄
が
正
し
け
れ
ば
、
曇
隱
の
そ
れ

は
先
の
四
宗
の
う
ち
後
二
者
の
呼
稱
を
換
え
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
あ
と
眞
宗
の
語
は
、
護
身
が
慧
光
の
四
宗
か
ら
華
嚴
經
を
獨
立
さ
せ
て

法
界
宗
を
加
え
た
五
宗
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
耆
闍
凜
が
同
じ
四
宗

か
ら
法
華
經
を
眞
宗
に
、
大
集
經
を
圓
宗
に
獨
立
配
置
し
て
六
宗
と
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
（
護
身
と
耆
闍
凜
は
と
も
に
隋・

智
顗
述
『
法
華
玄
義
』
卷

一
〇
に
記
載
さ
れ
る
の
で
、
六
世
紀
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
事

績
の
詳
細
は
不
明
）。
刻
文
で
「
眞
宗
に
會
わ
ず
」
と
い
う
の
は
、
と
く
に
曇

隱
や
耆
闍
凜
の
術
語
に
則
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
判
斷
で
き
な
い
が
、
少

な
く
と
も
〈
眞
實
の
宗
旨
〉
と
い
う
判
敎
の
考
え
方
が
當
地
に
お
い
て
も
意

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〔
三
〇
〕
毀
譽
：
本
刻
文
は
後
出
〔
三
七
〕
に
隋・

文
帝
に
よ
る
仁
壽
舍
利
塔
建

立
事
業
の
前
提
と
な
る
舍
利
感
得
の
こ
と
を
記
し
、
ま
た
そ
の
帝
を
〔
三
四
〕

に
「
大
䢫
皇
帝
」
と
記
し
て
、
諡
號
の
文
皇
帝
や
廟
號
の
高
祖
の
稱
を
用
い

ず
、
ま
た
〈
先
帝
〉〈
先
朝
〉〈
䢫
主
〉〈
䢫
祖
〉
な
ど
と
も
記
さ
な
い
か
ら
、

第
二
代
煬
帝
や
そ
の
後
の
唐
朝
に
交

し
て
か
ら
の
文
で
は
な
く
、
隋
の
建

國
者
文
帝
の
治
世
中
の
開
皇
年
閒
（
五
八
一
～
六
〇
〇
年
）
の
終
盤
か
ら
仁

壽
年
閒
（
六
〇
一
～
六
〇
四
年
）
の
何
處
か
の
時
期
の
鏤
刻
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、〔
三
七
〕
に
記
す
文
帝
の
舍
利
塔
建
立
事
業
は
三
度
あ
っ
た

が
、
二
度
目
の
仁
壽
二
年
に
お
け
る
起
塔
地
五
一
州
の
詳
細
は
隋・

王
劭
「
舍

利
感
應
記
」（『
廣
弘
明
集
』
卷
一
七
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
當
地
の

屬
す
る
「
懷
州
」
の
名
が
あ
り
、
こ
の
地
で
見
ら
れ
た
「
感
應
」
に
つ
い
て

は
、
舍
利
が
州
城
（
懷
州
河
内
縣
。
現
在
の
河
南
省
沁
陽
市
）
の
長
壽
寺
に

安
置
さ
れ
る
と
一
羽
の
美
し
い
雉
が
飛
來
し
て
函
側
に
留
ま
る
奇
瑞
が
あ
り
、

そ
れ
を
河
内
縣
の
道
俗
六
千
餘
人
が
と
も
に
見
た
、
と
記
し
て
い
る
。
當
地

は
ま
さ
に
州
城
至
近
の
地
で
あ
る
か
ら
、
懷
州
で
の
起
塔
が
知
ら
れ
な
い
は

ず
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
仁
壽
二
年
の
舍
利

頒
布
お
よ
び
起
塔
よ
り
も
早
い
時
期
に
本
刻
文
が
著
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
の
「
舍
利
感
應
記
」
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
舍
利

が
感
應
し
て
奇
瑞
が
現
れ
た
と
い
う
の
は
、
文
帝
と
文
獻
皇
后
が
京
師
の
法

界
尼
寺
で
連
基
浮
圖
を
造
り
、
そ
の
下
に
舍
利
を
安
置
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

開
皇
一
五
（
五
九
五
）
年
の
秋
に
、
神
光
が
基
壇
よ
り
上
っ
て
露
槃
を
右
繞

し
冶
鑪
の
焔
の
よ
う
に
輝
い
た
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
一
旬
の
閒
に
四

度
も
起
き
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
回
目
の
舍
利
の
諸
州
へ
の
頒
布

と
起
塔
の
指
示
は
仁
壽
元
（
六
〇
一
）
年
六
月
一
三
日
の
帝
の
誕
生
日
の
詔

で
告
示
さ
れ
、
埋
納
は
全
國
一
齊
に
同
年
一
〇
月
一
五
日
を
期
し
て
行
わ
れ

た
。
よ
っ
て
「
舍
利
感
應
」
の
話
は
、
奇
瑞
が
現
れ
た
開
皇
一
五
年
秋
か
ら

仁
壽
元
年
の
詔
の
發
布
に
至
る
六
年
の
閒
に
、
廣
く
人
口
に
膾
炙
し
た
で
あ

ろ
う
。
感
應
譚
は
こ
こ
太
平
寺
の
人
び
と
に
も
傳
わ
り
、
仁
壽
二
年
正
月
二

五
日
の
二
回
目
の
頒
布
を
告
げ
る
詔
、
も
し
く
は
四
月
八
日
の
舍
利
埋
納
に

至
る
以
前
の
期
閒
に
、
石
窟
刻
記
に
著
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
時
節
に
至
る
ま
で
、
四
半
世
紀
前
に
は
北
周・

武
帝
に
よ
る
新
國
家

宗
敎
建
設・

佛
敎
廢
棄
と
隋
朝
開
創
に
伴
う
佛
敎
復
興
と
い
っ
た
轉
變
、
さ

ら
に
は
復
興
の
渦
中
で
の
佛
敎
敎
團
内
に
お
け
る
諍
論
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
い
う
「
毀
譽
」
が
何
を
指
す
の
か
鮮
明
で
な
い
が
、
こ
こ
に
「
三
尊

を
刊
し
」
て
稱
揚
さ
れ
る
沙
門
貴
法
は
「
性
は
久
し
く
閑
か
」
で
あ
っ
た
た

め
に
、
喧
騷
を
避
け
て
こ
こ
を
修
行
生
活
の
地
に
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

〔
三
一
〕
操
：
懆
に
通
じ
る
。
憂
い
。

〔
三
二
〕
類
は
金
山
に
竝
り
：
佛
典
で
は
、
閻
浮
提
の
下
に
金
山
あ
り
と
說
く
經

典
あ
り
（
後
秦・

佛
陀
耶
舍
共
竺
佛
念
譯
『
長
阿
含
經
』「
世
記
經
」
世
本
緣

品
）、
ま
た
閻
浮
提
外
の
東
方
（
三
本
系
は
北
方
と
す
る
）
海
中
に
一
金
山
あ

り
と
說
く
經
典
も
あ
る
（
北
涼・

曇
無
讖
譯
『
大
方
等
大
集
經
』「
虛
空
目

分
」
淨
目
品
）。
が
、
こ
こ
で
は
馬
鳴
造
／
北
涼・
曇
無
讖
譯
『
佛
所
行
讚
』

分
舍
利
品
の
記
述
が
關
係
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
晉・

卑

摩
羅
叉
續
譯
『
十
誦
律
』
第
六
〇
「
五
百
比
丘
結
集
三
藏
法
品
第
一
」
に
、

八
國
（
部
族
）
に
佛
舍
利
を
巡
る
爭
い
が
起
き
か
け
る
が
、
姓
烟
婆
羅
門
の

仲
裁
に
よ
り
八
等
分
さ
れ
て
各
々
得
、
姓
烟
婆
羅
門
は
舍
利
甁
を
、
必
波
羅

延
那
婆
羅
門
居
士
が
釋
迦
荼
毘
後
の
炭
を
そ
れ
ぞ
れ
供
養
し
て
、
八
つ
の
舍

利
塔
と
甁
塔・

炭
塔
の
、
都
合
十
の
塔
が
起
て
ら
れ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

な
お
同
類
の
話
と
し
て
、
西
晉・

白
法
祖
譯
『
佛
般
泥
洹
經
』
は
、
八
國
が

舍
利
を
等
分
し
て
宗
廟
を
造
り
供
養
し
、
仲
裁
し
た
梵
志
屯
屈
が
甁
塔
を
、

道
士
桓
違
が
炭
塔
を
、
遮
迦
竭
人
が
灰
塔
を
、
そ
れ
ぞ
れ
起
て
て
、
都
合
十

一
塔
と
す
る
。
こ
れ
と
は
人
名
を
異
に
す
る
も
、
ほ
ぼ
同
樣
の
話
と
し
て
、

失
譯・

附
東
晉
錄
『
般
泥
洹
經
』
は
、
八
國
が
舍
利
を
等
分
し
て
塔
廟
を
造

り
供
養
し
、
仲
裁
し
た
梵
志
毛
蹶
が
甖
塔
を
、
梵
志
溫
違
が
炭
塔
を
、
衡
國

異
道
士
が
灰
塔
を
、
そ
れ
ぞ
れ
起
て
て
、
都
合
十
一
塔
と
す
る
。
さ
ら
に
塔

の
供
養
者
と
供
養
物
を
異
に
す
る
話
と
し
て
、
後
秦・

佛
陀
耶
舍
共
竺
佛
念

譯
『
長
阿
含
經
』「
遊
行
經
第
二
」
が
あ
り
、
八
國
が
舍
利
を
等
分
し
て
塔
廟

を
造
り
供
養
し
、
仲
裁
し
た
香
姓
婆
羅
門
が
甁
塔
を
、
畢
鉢
村
人
が
炭
塔
を
、

供
養
者
不
明
の
生
時
髮
塔
と
あ
わ
せ
、
こ
ち
ら
も
都
合
十
一
塔
と
す
る
。

	

　

こ
の
『
十
誦
律
』
の
「
十
塔
」
起
立
の
傳
承
を
繼
承
す
る
も
の
と
し
て
、

ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
（
一
～
二
世
紀
頃
の
佛
敎
詩
人
、
馬
鳴
）
造
『
ブ
ッ

ダ
チ
ャ
リ
タ
（
佛
陀
の
生
涯
）』
の
漢
譯
と
さ
れ
る
北
涼・

曇
無
讖
譯
『
佛
所

行
讚
』
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
八
王
に
よ
る
八
塔
お
よ
び
金
甁
塔
と
灰
炭
塔

の
十
塔
と
し
た
う
え
で
、「
如
是
閻
浮
提
、
始
起
於
十
塔
。
舉
國
諸
士
女
、
悉

持
寶
花
蓋
、
隨
塔
而
供
養
、
莊
嚴
若
金
山
」
と
し
て
〈（
佛
舍
利
供
養
の
）
塔

の
莊
嚴
は
金
山
の
ご
と
し
〉
と
說
く
。
こ
の
よ
う
に
金
山
と
は
塔
に
對
す
る

崇
拜
と
そ
の
莊
嚴
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
刻
文
が

記
さ
れ
た
太
平
寺
遺
跡
に
、
唐
後
半
期
の
大
暦
七
年
と
み
ら
れ
る
摩
崖
線
刻

塔
は
遺
存
す
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
當
時
の
塔
は
見
當
た
ら
な
い
し
、
こ

の
刻
文
に
も
起
塔
に
關
す
る
言
及
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
は
「
三

尊
を
刊
し
」「
儀
を
具
え
相
を
具
」
え
て
「
巖
に
寶
殿
を
闓
」
い
た
、
こ
の
巖

窟
道
場
の
莊
嚴
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
刻
文
冒
頭
に
敬
信



中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

一
一

の
檀
越
と
し
て
「
安
充
（
も
し
く
は
安
充
及
）」、
ま
た
末
尾
近
く
に
精
誠
の

檀
越
と
し
て
「
珪
某
」
の
名
が
見
え
て
い
る
。
彼
ら
と
後
述
の
約
一
二
〇
名

と
併
せ
、
支
援
者
と
し
て
こ
こ
で
「
類な
か
ま」

と
表
現
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

	

　

な
お
『
大
正
藏
經
』
は
蕭
齊・

釋
曇
景
譯
『
摩
訶
摩
耶
經
』
卷
下
に
續
け

て
、
底
本
の
高
麗
版
藏
經
に
は
な
い
、
同
經
「
八
國
分
舍
利
品
第
二
」
を
校

勘
本
の
宋
本
に
よ
っ
て
付
載
し
、
そ
こ
で
も
舍
利
分
割
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
「
八
國
分
舍
利
品
第
二
」
に
つ
い
て
は
、
元
代
の
藏
經
校
勘

者
竹
堂
が
批
判
し
「
此
の
段
の
經
文
は
『
涅
槃
經
後
分
』
の
經
文
に
基
づ
く
。

當
に
此
に
在
る
べ
か
ら
ず
。
…
當
に
削
去
を
與ほ
ど
こす
べ
し
。」
と
し
て
、
校
勘
本

元
本
で
は
「
八
國
分
舍
利
品
第
二
」
は
削
除
さ
れ
て
い
る
（
後
述
）。

　
　
　

元
來
の
『
摩
訶
摩
耶
經
』
の
構
成
を
岡
本
健
資
氏
の
敍
述
に
基
づ
い
て
紹

介
す
る
と
、
上
卷
は
「
爲
母
說
法
の
事
績
」、
下
卷
は
「
般
涅
槃
に
關
す
る
事

績
」
と
な
っ
て
い
る
（「
爲
母
說
法
と
般
涅
槃
―
『
摩
訶
摩
耶
經
』
を
手
が
か

り
と
し
て
―
」『
佛
敎
史
學
硏
究
』
第
五
〇
卷
二
號
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）。

そ
の
下
卷
前
半
で
は
、
釋
迦
が
自
ら
の
三
箇
月
後
の
入
涅
槃
を
豫
告
す
る
と

と
も
に
、
自
ら
の
闍
維
（
荼
毘
）
の
法
を
指
示
し
た
。
後
半
で
は
、
釋
迦
の

入
滅
を
知
っ
た
母
摩
耶
が
忉
利
天
か
ら
降
下
し
、
釋
迦
の
遺
骸
を
納
め
た
金

棺
を
前
に
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
と
、
釋
迦
の
神
通
力
に
よ
っ
て
棺
の
蓋
が
自

ず
か
ら
開
き
、
釋
迦
が
合
掌
し
て
起
つ
と
そ
の
身
體
か
ら
は
千
の
光
明
が
發

さ
れ
、
一
々
の
光
明
に
は
千
の
化
佛
が
あ
り
、
母
に
偈
し
て
、
佛
は
滅
度
す

る
が
法
寶・

僧
寶
は
常
住
す
る
こ
と
、
無
常
を
諦
觀
す
べ
き
こ
と
、
を
說
く

と
母
に
別
れ
を
告
げ
、
棺
は
閉
じ
た
。
摩
耶
が
阿
難
に
正
法
は
い
つ
滅
ぶ
の

か
と
尋
ね
る
と
、
阿
難
は
釋
迦
滅
後
五
百
歲
で
正
法
が
滅
盡
し
、
千
五
百
歲

で
羅
漢
比
丘
が
三
藏
比
丘
を
殺
害
す
る
事
件
が
起
き
る
と
一
切
經
藏
は
阿
耨

達
龍
王
が
悉
く
持
し
て
海
に
入
り
、
こ
こ
に
佛
法
は
滅
盡
す
る
、
と
告
げ
る
。

悲
し
む
摩
耶
は
釋
迦
の
荼
毘
を
見
る
に
忍
び
ず
と
し
て
佛
棺
に
禮
し
て
天
に

歸
還
し
、
大
眾
は
佛
語
を
受
持
し
頂
戴
奉
行
し
た
、
と
し
て
經
說
は
終
わ
る
。

	

　

こ
れ
に
續
く
「
八
國
分
舍
利
品
第
二
」
は
、
釋
迦
荼
毘
後
の
舍
利
分
割
に

關
し
て
述
べ
る
。
そ
こ
で
舍
利
は
諸
國
に
八
等
分
さ
れ
、
仲
裁
し
た
香
姓
婆

羅
門
が
舍
利
甁
を
、
畢
鉢
村
人
が
焦
炭
を
、
銜
國
異
道
道
士
が
灰
を
そ
れ
ぞ

れ
得
て
起
塔
さ
れ
た
と
し
て
經
說
は
終
わ
る
。
こ
こ
で
は
都
合
十
一
塔
が
起

て
ら
れ
て
い
る
が
、
既
出
の
十
一
塔
起
立
を
傳
え
る
三
つ
の
佛
典
の
う
ち
、

舍
利
八
塔
以
外
に
舍
利
甁・

炭・

灰
を
得
て
三
塔
が
起
て
ら
れ
た
點
は
白
法

祖
譯
『
佛
般
泥
洹
經
』
に
一
致
す
る
も
の
の
の
起
塔
者
の
表
記
が
全
く
異
な

り
、
ま
た
灰
塔
の
起
塔
者
を
「
銜
國
異
道
道
士
」
と
す
る
點
は
失
譯
『
般
泥

洹
經
』
の
「
衡
國
異
道
士
」
に
類
似
し
、
仲
裁
し
た
婆
羅
門
を
香
姓
と
呼
稱

す
る
點
は
『
長
阿
含
經
』「
遊
行
經
第
二
」
に
一
致
し
、
こ
れ
ら
に
「
八
國
分

舍
利
品
第
二
」
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
系
統
を
受

け
て
い
る
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

	
　

と
こ
ろ
で
唐
（
南
海
波
淩
國
）・

若
那
跋
陀
羅
（
お
よ
び
唐・

會
寧
）
譯

『
大
般
涅
槃
經
後
分
』
卷
下
の
『
大
正
藏
經
』
本
は
、
八
國
王
が
釋
迦
を
荼
毘

に
付
し
た
拘
尸
城
（
ク
シ
ナ
ガ
ラ
）
に
至
っ
て
八
甁
に
納
め
ら
れ
た
舍
利
に
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禮
拜
す
る
も
、
自
國
で
の
供
養
の
た
め
に
そ
の
一
分
の
讓
渡
を
請
う
た
と
こ

ろ
拒
絶
さ
れ
、
い
ず
れ
も
愁
憂
悲
戀
の
想
い
で
歸
國
し
た
と
こ
ろ
で
經
說
は

終
わ
る
。
し
か
し
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
は
宋
版
磧
砂
藏
に
載
る
『
後
分
』
の
追
補
分

を
揭
載
し
、
そ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
諸
國
王
が
舍
利
分
割
を
求
め
る
と
、
姓

煙
婆
羅
門
が
仲
裁
し
舍
利
を
八
分
し
て
與
え
、
姓
煙
婆
羅
門
は
舍
利
甁
を
得
、

必
波
羅
延
那
婆
羅
門
居
士
が
炭
を
得
、
各
々
歸
國
し
て
起
塔
供
養
し
た
こ
と

を
記
す
。
都
合
十
塔
と
な
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
舍
利
八
塔
と
姓
煙
（
＝
烟
）

婆
羅
門
と
必
波
羅
延
那
婆
羅
門
居
士
に
よ
っ
て
甁
塔・

炭
塔
が
起
て
ら
れ
た

こ
と
は
、
前
出
の
『
十
誦
律
』
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

	

　

す
な
わ
ち
『
摩
訶
摩
耶
經
』
へ
の
「
八
國
分
舍
利
品
第
二
」
追
補
を
『
大

般
涅
槃
經
後
分
』
に
基
づ
く
と
す
る
先
述
の
元
の
竹
堂
の
指
摘
は
、
舍
利
分

割
と
起
塔
供
養
の
事
情
に
照
ら
し
て
い
え
ば
、
正
し
く
な
い
。
上
記
の
よ
う

に
「
八
國
分
舍
利
品
第
二
」
は
、
舍
利
八
塔
以
外
に
香
姓
婆
羅
門
が
甁
塔
を
、

畢
鉢
村
人
が
炭
塔
を
、
銜
國
異
道
道
士
が
灰
塔
を
起
て
た
と
す
る
點
、
そ
し

て
都
合
十
一
塔
と
な
っ
た
點
に
よ
り
、
西
晉・

白
法
祖
譯
『
佛
般
泥
洹
經
』、

失
譯
『
般
泥
洹
經
』、『
長
阿
含
經
』「
遊
行
經
第
二
」
の
三
書
の
系
統
に
位
置

す
る
も
の
で
あ
る
。

	

　

そ
こ
で
「
類な
か
まは
金
山
に
竝あ
つ
ま」
っ
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
が
、
次
に
述
べ
る

「
像
主
某
」
約
一
二
〇
名
な
ど
を
指
し
て
い
う
も
の
と
見
ら
れ
る
（
圖
Ｂ
09
）

	

　

石
窟
の
外
壁
に
存
す
る
刻
字
の
配
置
を
示
す
（
後
揭
の
位
置
關
係
示
意
圖

を
參
照
）
と
、
窟
に
向
か
い
、
石
窟
刻
記
は
巖
の
前
面
右
端
か
ら
窟
入
口
ま

で
あ
る
。
金
棺
經
經
文
は
唐
草
文
樣
の
枠
に
圍
ま
れ
る
形
で
、
刻
記
半
ば
の

上
か
ら
始
ま
り
、
刻
記
上
邊
に
沿
っ
て
進
み
、
現
存
經
文
は
窟
入
口
の
右
上

邊
り
ま
で
續
い
て
い
る
が
、
窟
上
方・

左
方
の
壁
面
は
崩
落
と
剥
落
が
あ
り
、

こ
と
に
入
口
部
分
は
後
世
の
補
修
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
經
文
の
半
ば
以
降

は
文
字
が
全
く
失
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
窟
の
入
口
と
し
て
削
っ
た
右
上
部
斜

邊
と
刻
記・

經
文
で
で
き
た
三
角
形
の
隙
閒
を
埋
め
る
形
で
、
刻
經
の
供
養

者
を
表
記
し
た
と
見
ら
れ
る
刻
字
が
三
行
に
わ
た
っ
て
部
分
的
に
遺
存
し
、

そ
れ
に
續
け
て
「
金
棺
經
」
の
一
行
三
文
字
が
鏤
刻
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

石
窟
の
供
養
者
名
と
し
て
「
正
像
主
某
」「
像
主
某
」
と
刻
記
さ
れ
る
者
が
、

金
棺
經
を
圍
む
唐
草
文
の
右
お
よ
び
そ
の
上
方
に
小
字
で
、
一
段
約
二
〇
名

×
六
段
の
約
一
二
〇
名
が
鏤
刻
さ
れ
る
。
そ
の
供
養
者
名
は
殆
ど
が
摩
滅
も

し
く
は
剥
落
に
よ
り
、
人
名
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ご
く
僅
か
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
占
め
て
い
た
崖
面
の
廣
さ
は
推
定
可
能
で
あ
る
。
假
に
一

人
に
要
す
る
文
字
數
を
「
像
主
」
の
字
を
含
め
て
五
～
六
文
字
と
し
、
上
下

の
段
閒
空
白
を
二
文
字
分
×
五
箇
所
と
す
る
と
、
小
文
字
で
一
行
あ
た
り
四

六
文
字
分
ほ
ど
と
な
る
。
一
方
、
經
文
は
そ
れ
よ
り
や
や
大
き
な
文
字
で
、

一
行
三
五
字
前
後
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
經
文
の
右
側
に
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
で

石
窟
の
供
養
者
名
が
鏤
刻
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
よ
う
。

	
　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
刻
字
の
配
置
か
ら
、
一
つ
の
重
要
な
事
柄
を
指
摘
で
き

よ
う
。
窟
入
口
の
左
脇
外
壁
、
す
な
わ
ち
窟
に
向
か
っ
て
右
側
に
當
た
る
、

巖
の
前
面
右
端
か
ら
窟
入
口
ま
で
の
刻
記
は
、
當
然
石
窟
の
造
營
と
と
も
に
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鏤
刻
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
刻
記
の
上
邊
か
ら
始
ま
り
、
窟

入
口
上
邊
を
越
え
て
刻
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
金
棺
經
經
文
が
何
時
鏤
刻
さ

れ
た
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
視
し
た
い
の
が
、
さ
ら
に

そ
の
右
側
に
刻
ま
れ
た
約
一
二
〇
名
の
「
像
主
某
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の

「
像
主
」
と
は
、
刻
經
の
供
養
者
で
は
な
く
造
像
の
供
養
者
で
あ
る
か
ら
、
當

然
、
窟
内
部
の
三
龕
の
諸
尊
な
ら
び
に
一
二
五
一
尊
あ
る
千
佛
を
造
像
す
る

事
業
に
對
し
て
喜
捨
の
功
德
を
積
ん
だ
者
た
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
造
像
供

養
者
名
も
ま
た
石
窟
造
營
の
際
に
刻
ま
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
金
棺
經
經
文
は
刻
記
上
邊
（
お
よ
び
窟
入
口
上
邊
）
を
底
邊
と
し
、

各
行
三
五
字
前
後
の
高
さ
ま
で
の
崖
面
を
占
め
て
い
た
が
、
そ
れ
と
造
像
供

養
者
名
が
記
さ
れ
た
崖
面
の
高
さ
は
ほ
ぼ
同
じ
と
見
做
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
ど
ち
ら
か
が
も
う
一
方
の
文
字
面
を
意
識
し
て
揃
え
た
も
の
と
見

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
も
し
も
造
像
供
養
者
名
が
早
く
に
刻
ま
れ
た
と
す
る

と
、
刻
記
の
右
上
に
突
出
し
て
崖
面
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
甚
だ
不

自
然
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
刻
記
と
相
前
後
し
て
金
棺
經
經
文
が
刻
ま
れ
、

そ
の
直
後
に
造
像
供
養
者
名
が
竝
ぶ
形
で
刻
ま
れ
た
、
と
見
る
の
が
自
然
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
金
棺
經
經
文
は
石
窟
造
營
と
と
も
に
刻
ま
れ
た
も
の
、
と

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
三
三
〕
身
を
捐さ
し
だす
も
半
偈
未
だ
足
り
ず
：
身
を
捨
し
て
半
偈
を
得
よ
う
と
す
る

話
は
、
大
乘
の
涅
槃
經
（
こ
こ
で
は
、
北
涼・

曇
無
讖
譯
四
〇
卷
の
北
本
、

お
よ
び
劉
宋・

慧
嚴
等
譯
三
六
卷
の
南
本
の
、
二
つ
の
『
大
般
涅
槃
經
』）
の

聖
行
品
に
出
る
、
釋
迦
の
本
生
譚
と
し
て
の
所
謂
雪
山
童
子
の
物
語
が
著
明

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
切
の
眾
生
の
た
め
に
菩
提
を
求
め
て
雪
山
で
修
行

す
る
修
行
者
（
童
子
と
は
靑
年
を
い
う
）
が
い
た
が
、
そ
の
眞
意
を
試
す
べ

く
人
肉
を
食
す
る
羅
刹
に
姿
を
變
え
た
釋
提
桓
因
（
帝
釋
天
）
が
現
れ
、「
諸

行
無
常　

是
生
滅
法
」
の
半
偈
を
唱
え
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
童
子
は
續
く
半

偈
（
生
滅
滅
已　

寂
滅
爲
樂
）
の
敎
示
を
得
る
見
返
り
と
し
て
羅
刹
に
自
身

の
肉
體
を
施
捨
す
る
誓
い
を
爲
し
、
偈
を
聞
き
終
わ
る
と
、
こ
の
四
句
の
〈
無

常
偈
〉
を
處
々
の
石・

壁・

樹・

道
に
書
寫
し
た
う
え
で
、
高
木
よ
り
投
身

し
て
羅
刹
に
施
捨
し
た
。
羅
刹
す
な
わ
ち
帝
釋
は
そ
の
眞
意
を
解
し
て
元
の

姿
に
還
り
、
空
中
で
童
子
の
身
を
受
け
止
め
て
地
に
安
立
せ
し
め
、
童
子
の

足
下
に
禮
拜
し
て
帝
釋
自
身
の
未
來
の
濟
度
を
願
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
半
の
偈
を
聞
く
た
め
に
は
涅
槃
經
聖
行
品
の
強
調
す

る
捨
身
を
徹
底
し
て
實
踐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
刻
文
に
「
半
偈
未
だ

足
り
ず
」
と
あ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
捨
身
修
行
が
甚
だ
艱
難
で
あ
り
未
だ
途

上
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
續
く
「
巖
に
棲
み
て
剋よ

く
有
德
を
效い
た

す
こ

と
難
し
と
爲
し
、
更
に
辬み
だ

る
」
と
は
、
當
寺
で
修
行
に
勵
み
つ
つ
も
そ
の
成

就
の
困
難
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

〔
三
四
〕
大
䢫
皇
帝
、
瑞
託
の
人
君
た
り
：〔
三
〇
〕
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は

隋
の
建
國
者
文
帝
楊
堅
を
指
す
。
文
帝
は
、
同
州
（
馮
翊
。
現
在
の
陝
西
省

渭
南
市
大
茘
縣
付
近
）
の
般
若
尼
寺
で
生
ま
れ
た
と
き
に
、
赤
光
が
室
を
照

ら
し
紫
氣
が
庭
に
滿
ち
る
な
ど
奇
瑞
が
あ
っ
て
、
神
尼
智
仙
が
育
て
る
こ
と
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と
な
り
、
智
仙
は
楊
堅
に
那
羅
延
の
名
を
授
け
、
將
來
皇
帝
に
な
る
こ
と
を

豫
言
し
た
と
い
う
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
六・

道
密
傳
ほ
か
）。
な
お
隋
代
に

お
い
て
、
隋
が
「
䢫
」
と
も
記
さ
れ
た
こ
と
は
、
高
橋
繼
男
「
唐
初
に
お
け

る
國
號
〈
隋
〉
字
の
字
形
變
化
―
〈
煬
帝
墓
誌
〉
の
發
見
に
よ
せ
て
―
」『
ア

ジ
ア
文
化
硏
究
所
硏
究
年
報
』
第
四
九
號
／
二
〇
一
四
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

を
參
照
さ
れ
た
い
。

〔
三
五
〕
光
を
正
化
に
舒の

べ
：「
正
化
」
と
は
正
し
い
敎
化
で
あ
る
か
ら
佛
敎
を
指

し
、
そ
れ
に
「
光
を
舒
べ
た
」
す
な
わ
ち
文
帝
が
佛
敎
を
保
護
し
國
策
に
用

い
た
こ
と
を
い
う
。

〔
三
六
〕
金
輪
を
秉
御
し
：
金
輪
は
、
世
界
の
最
低
に
風
輪
、
そ
の
上
に
水
輪
、

そ
の
上
に
金
輪
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
大
地
を
乘
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
「
秉
御
」
す
る
と
は
、
文
帝
が
從
前
の
南
北
朝
分
裂
か
ら
統
一
を
果

た
し
て
世
界
に
君
臨
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
な
お
そ
こ
に
は
、
四
天

下
（
四
洲
）
を
領
す
と
い
わ
れ
る
金
輪
王
（
他
に
銀
輪
王
は
東
西
南
の
三
洲
、

銅
輪
王
は
東
南
の
二
洲
、
鐵
輪
王
は
南
閻
浮
提
の
一
洲
を
領
す
）
に
、
文
帝

を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。

〔
三
七
〕
舍
利
を
感
徵
し
：
隋・

文
帝
が
そ
の
治
世
晩
年
に
舍
利
を
多
數
得
て
、

全
國
に
頒
布
し
舍
利
塔
を
建
立
さ
せ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
。
第
一
回
は

仁
壽
元
（
六
〇
一
）
年
に
三
〇
州
に
、
第
二
回
は
仁
壽
二
（
六
〇
二
）
年
に

五
一
州
に
、
第
三
回
は
仁
壽
四
（
六
〇
四
）
年
に
三
〇
州
に
、
都
合
一
一
一

州
に
奉
送
し
起
塔
せ
し
め
て
い
る
。
起
塔
箇
所
の
數
に
つ
い
て
は
、
今
西
智

久
「
隋
仁
壽
舍
利
塔
事
業
の
基
礎
的
考
察
―
「
敕
使
大
德
」
と
起
塔
地
を
め

ぐ
っ
て
―
」（『
大
谷
學
報
』
第
九
二
卷
二
號
、
二
〇
一
三
年
三
月
）に
從
う
。

〔
三
八
〕
松
心
：
松
が
常
綠
で
あ
る
よ
う
に
常
に
變
わ
ら
ぬ
心
。

〔
三
九
〕
四
事
：
房
舍
、
衣
服
、
飮
食
、
散
華
燒
香
。
ま
た
、
衣
服
、
飮
食
、
散

華
、
燒
香
。
あ
る
い
は
、
衣
服
、
飮
食
、
臥
具
、
湯
藥
。

〔
四
〇
〕
百
非
：
無
數
の
非
を
以
て
否
定
す
る
意
。
有・

無・

亦
有
亦
無・

非
有

非
無
の
四
句
を
連
ね
て
四
句
百
非
と
稱
し
、
有
無
の
邪
見
を
拂
い
、
眞
實
無

相
の
理
を
示
す
に
用
い
る
。（
宇
井
伯
壽
『
佛
敎
辭
典
』「
百
非
」
よ
り
拔
粹
。）

〔
四
一
〕
胡
疑
：
狐
疑
の
音
通
で
、
疑
い
深
い
こ
と
。

〔
四
二
〕
運
鍾
：
め
ぐ
り
が
あ
た
る
。
と
き
が
あ
た
る
。〈
參
考
〉〔
隋・

皇
甫
毘

撰
「
玉
泉
寺
碑
第
九
四
」（
隋・

灌
頂
撰
『
國
淸
百
錄
』
卷
四
所
收
）〕
其
詞

曰
。
…
釋
敎
欝
起　

桑
門
盛
作　

露
泫
珠
幡　

風
吟
寶
鐸　

眞
君
建
德　

運

鍾
滅
道　

淪
沒
四
生　

毀
除
三
寶　

我
皇
啟
聖　

德
侔
蒼
昊　

妙
法
更
弘　

眞
儀
再
造
…
／〔
唐・

法
琳
撰
『
辯
正
論
』
卷
三
〕
元
魏
太
祖
道
武
皇
帝
（
諱

珪
）。
運
鍾
喪
亂
、
宇
內
分
崩
。／〔
唐・

神
淸
撰
、
北
宋・

慧
寶
注
『
北
山

錄
』
卷
五
〕
靈
裕
。
以
吾
敎
運
鍾
百
六
（
百
六
。
四
千
六
百
一
十
七
歲
爲
一

元
。
一
百
六
歲
曰
陽
九
之
厄
。
出
『
文
選
』
三
國
名
臣
讚
）。
苴
杖
而
斬
（
若

喪
考
妣
之
服
）、
無
喪
而
服
、
去
國
而
亡
故
也
（
建
德
二
年
癸
巳
滅
法
。
甲
午

興
。
丁
酉
君
薨
。
辛
丑
國
滅
也
）。

〔
四
三
〕
佛
日
：
佛
陀
が
眾
生
を
普
く
救
濟
す
る
こ
と
を
、
日
が
大
地
を
普
く
照

ら
す
こ
と
に
擬
え
た
謂
い
。
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檢
討
は
多
岐
に
亘
っ
た
が
、
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

隋
朝
建
國
よ
り
こ
の
方
、
高
祖
文
帝
は
佛
敎
の
復
興
と
そ
れ
を
統
治
の
柱
に
据

え
る
政
策
を
推
し
進
め
て
き
た
が
、
開
皇
一
五
年
に
至
っ
て
舍
利
を
「
感
徵
」、
す

な
わ
ち
舍
利
が
感
應
し
て
徵あ
ら
われ

る
と
い
う
奇
瑞
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
五
年
後
の
仁

壽
元
年
に
舍
利
塔
を
諸
州
に
建
立
さ
せ
る
元
手
と
な
る
の
だ
が
、
記
録
に
よ
れ
ば
、

二
回
目
と
な
る
仁
壽
二
年
の
舍
利
頒
布
の
際
に
は
、
こ
こ
懷
州
（
河
内
）
も
そ
の

對
象
地
と
な
り
、
住
民
は
歡
喜
勇
躍
し
た
に
相
違
な
い
。

　

古
く
よ
り
こ
の
窄
澗
谷
に
は
伽
藍
が
あ
っ
た
が
、
北
朝
末
か
ら
隋
初
の
造
像
の

風
を
受
け
て
千
佛
に
圍
ま
れ
る
石
窟
が
造
營
さ
れ
た
。
そ
の
中
心
に
い
た
の
が
、

刻
記
に
名
の
出
た
沙
門
貴
法
で
あ
る
。
石
窟
は
一
朝
一
夕
に
成
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
が
完
成
し
た
の
は
恐
ら
く
開
皇
の
末
頃
で
あ
ろ
う
。
折
し
も
文
帝
の
舍
利
感

徵
の
話
が
聞
こ
え
て
く
る
。
懷
州
に
も
舍
利
が
頒
布
さ
れ
、
塔
が
起
て
ら
れ
た
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
刻
記
に
そ
の
話
は
出
て
こ
な
い
。
文
帝
の
「
感
徵
」
の
話
で

止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
刻
記
に
は
石
窟
開
鑿
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
か
ら
、
刻
記

は
石
窟
造
營
に
付
屬
し
て
刻
ま
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
石
窟
の

完
成
と
刻
記
の
鏤
刻
は
、
仁
壽
二
年
の
舍
利
頒
布
よ
り
わ
ず
か
に
早
い
時
期
と
推

論
し
た
。

　

一
方
、
刻
記
と
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
金
棺
經
の
刻
經
時
期
で
あ
る
が
、
窟
内
造

像
の
供
養
者
が
「
正
像
主
」「
像
主
」
と
し
て
刻
さ
れ
た
崖
面
と
の
位
置
關
係
か

ら
、
こ
の
經
文
も
同
時
期
に
鏤
刻
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
文
帝
の
幼
名
が
那
羅
延
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
頃
よ
り
帝
王
に
な
る
と
豫
言

さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
は
、
佛
敎
を
何
ら
か
の
未
來
記
と
し
て
利
用
し
た
佛
經
讖

と
し
て
知
ら
れ
る
。
昔
に
は
劉
宋
の
武
帝
や
、
後
に
は
則
天
武
后
な
ど
も
同
樣
の

方
法
で
自
ら
の
即
位
を
正
統
化
す
る
例
が
あ
る
が
、
隋・

文
帝
の
話
が
著
明
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
話
が
即
位
の
際
の
人
心
掌
握
の
み
な
ら
ず
、
治
世

の
閒
に
も
人
び
と
に
意
識
さ
れ
る
樣
子
が
看
取
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
『
集
一
切
福

德
三
昧
經
』
に
出
る
那
羅
延
菩
薩
に
姿
を
重
ね
ら
れ
る
文
帝
は
、
經
典
の
所
説
を

越
え
て
東
方
世
界
に
福
德
を
齎
す
天
子
と
し
て
人
び
と
は
捉
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
貴
法
、
あ
る
い
は
こ
の
刻
記
の
鏤
刻
者
の
關
心
は
何
處
に
あ
っ
た
か
。

そ
れ
は
金
棺
經
刻
石
の
事
情
の
な
か
に
探
っ
て
い
く
べ
き
事
柄
で
、
次
考
の
主
題

な
の
で
あ
る
が
、
語
釋
で
は
觸
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
一
點
擧
げ
て
お
き
た
い
。
そ

れ
は
、
刻
記
に
出
て
き
た
「
精
誠
」
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
實
は
金
棺
經
に
も
出

る
語
で
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
金
棺
經
が
末
世
の
僧
俗
に
最
も
求
め
る
資
質・

態
度

な
の
で
あ
る
。
隋・

文
帝
が
牽
引
す
る
佛
敎
治
國
策
は
、
佛
敎
者
に
か
つ
て
の
周

武
の
法
難
を
記
憶
の
彼
方
に
流
し
去
る
勢
い
を
も
っ
て
、
佛
敎
の
隆
盛
を
皆
に
確

信
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
は
末
法
思
想
は
廢
れ
て
し
ま
う
の
か
と
い
え
ば
、

經
文
の
中
に
は
生
き
續
け
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
持
す
る
佛
敎
者
も
ま
た
自
戒

の
精
神
を
保
持
し
、「
末
法
」
を
警
句
と
し
て
山
野
に
修
行
を
志
し
て
い
っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
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石窟刻記 ／ 金棺經および刻經供養主 ／ 石窟造像供養主　位置關係示意圖

剝

落

面

一
行
約
三
五
字
と
計
算

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

像
主
○
○
○

・・

石
窟
造
像
供
養
主

約
二
〇
行

約
一
二
〇
名

・・

金
棺
經遺

存
經
文

・・・・・崩

落

面

剝

落

面

唐草文帯

石
窟
刻
記

大
隨
皇
帝

の
語
あ
り

摩
滅
面

壁

面

端

壁

面

端

刻
經
供
養
主

三
行
と

金
棺
經

刻
字



中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

一
七

B01　隋代石窟入口

B02　�窟入口の上・左は崩落と剥落で�
文字なし

B03　隋代石窟正壁

A01　窄澗谷太平寺摩崖　遠景
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B04　隋代石窟正壁大龕B05　隋代石窟左壁

B06　隋代石窟右壁B07　隋代石窟右壁大龕

B08　隋代石窟千佛と佛名B09　�窟入口の右に隋代刻記、�
その上に金棺經、�
その右から上に「像主」約百二十名



中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

一
九

B10　窟右上の金棺經（前半）

B11　窟右上の金棺經（後半）と刻經供養主名
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二
〇

B12　窟右の石窟刻記（上部）

B13　窟右の石窟刻記（中部）



中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

二
一

B14　窟右の石窟刻記（下部）

B15　刻記中の「大隨皇帝」の文字
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D01　�唐「大唐建中元年二月」（780）刻
記と造像

C01　�唐「聖唐大暦七年」（772）刻記と�
線刻佛塔

F01　�五代後晋『金剛般若波羅蜜經』（羅
什譯）、「大晋天福三年」（938）刻
記と線刻像

E01　�唐「辛巳九月壬申十五日丙戌」�
（咸通二（861）年）刻記と薬師佛造像

E02　�唐「辛巳九月壬申十五日丙戌」�
（咸通二（861）年）刻記



中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆

の
一
齣

二
三

F02　「大晋天福三年」（938）刻記の線刻像

F03　「大晋天福三年」（938）刻記の線刻像

G01　�明「洪武十六年十月廿日」（1383）�
刻記と造像
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One	Scene	concerning	the	Vicissitudes		
of	the	Discourse	on	the	Latter	Age	of	the	Dharma		
in	China	:	An	Interpretational	Study	on	the	Inscription		

on	the	Stone	Wall	of	the	Buddhist	Cave	Temple		
Engraved	the	Newly	Discovered	Text		

of	the	Golden Coffin Sutra	（Jinguan-Jing）

Isshin	TEJIMA

　It	 is	 recognized	 that	 the	Golden Coffin Sutra	金棺経	was	 produced	 in	 the	 end	 of	 the	

Period	of	Northern	and	Southern	Dynasties	in	China,	and	the	sutra	contained	the	discourse	

on	latter	age	of	the	Dharma.	There	were	only	a	few	remains	that	showed	the	text	of	the	

sutra	 so	 far.	 In	 my	 2010	 field	 survey	 in	 China,	 I	 discovered	 a	 fragmentary	 text	 of	 the	

Golden Coffin Sutra	 engraved	 on	 the	 outer	 stone	wall	 of	 the	 cave	 site,	 called	Taipingsi	

Temple	Cave	太平寺摩崖	in	Zhaijian	Valley	窄澗谷,	Qinyang	City	沁陽市,	Henan	Province	

河南省.	The	engraved	text	included	the	Golden	Coffin	Sutra,	the	inscription	and	the	names	

of	about	120	donors.

　This	 article	 tried	 specially	 to	 interpret	 the	 inscription	 referring	 to	 “Emperor	 of	 Sui	

Dynasty”.	As	a	result,	I	clarified	that	the	inscription	was	written	about	the	history	of	the	

Cave	 Temple	 which	 was	 established	 in	 the	 trend	 of	 great	 change	 from	 suppression	 to	

revival	of	Buddhism,	and	that	the	inscription	was	produced	in	the	late	6th	century	to	early	

7th	century,	almost	the	same	period	as	Emperor	Wen	built	111	stupas	in	all	over	China.	

Moreover,	analyzing	the	positional	relationship	between	the	inscription	and	the	sutra	and	

the	names	of	donors	on	the	outer	stone	wall,	I	concluded	that	all	of	these	were	integrally	

engraved	when	creating	the	cave	temple.


